
松阪市内における「都市計画法に基づく開発行為の許可等」及び「三重県宅地開発事業の基準に関する

条例に基づく設計確認等」の事務は、現在、三重県が行っていますが、令和２年４月１日に、松阪市にそ

の権限が移ることとなりました。 

令和 2 年 4 月 1 日から変更となる主な点は、次のとおりです。 

 

●申請の手続きなど 

・手続きの流れ（開発行為の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・開発登録簿の閲覧場所は、松阪市建設部建築開発課（第一分館 1 階）となります。 

   ※令和 2 年 3 月 31 日までに三重県が許可した開発登録簿も同様です。 

 

●手数料の納付方法 

申請手数料の金額は変更ありませんが、松阪市建築開発課でお渡しする「納入通知書」により、指定

金融機関等で現金納付していただくことになります。三重県証紙は使用できませんのでご留意くださ

い。 

 

●各種申請書の様式 

申請書等の様式は、松阪市が定める様式としてください。 

松阪市が定める様式は、松阪市のホームページからダウンロードできます。 

 

●松阪市が適用する三重県開発審査会提案基準 

市街化調整区域における立地基準として、三重県開発審査会で承認され、定められている三重県開発

審査会提案基準の内、現在三重県が適用している提案基準(1、2、4～11、13～26、31、32)に提案基準

27 を加えます。 

（提案基準 27 の概要） 

市街化調整区域に関する都市計画の決定（線引き）の際、一戸建て専用住宅等が存在していたこ

とが明らかな指定既存集落内の土地において、一定の要件を満たす場合に一戸建て専用住宅の建

築を可能とするものです。 

令和 2 年 4 月 1 日から 

指導要綱に基づく事前協議 松阪市 

都市計画法第 32 条協議 公共施設管理者 

開発許可申請書の提出先 松阪市 

開発許可 松阪市 

指導要綱に基づく中間検査 松阪市 

完了検査 松阪市 

検査済証の交付 松阪市 

令和２年４月１日から開発許可の申請手続き等が変わります 

令和 2 年 3 月 31 日まで 

指導要綱に基づく事前協議 松阪市 

都市計画法第 32 条協議 公共施設管理者 

開発許可申請書の提出先 松阪市 

開発許可 三重県 

指導要綱に基づく中間検査 松阪市 

完了検査 三重県 松阪市 

検査済証の交付 三重県 



 

●「松阪市開発行為に関する指導要綱」を改正しました。令和 2年 4月 1日から施行します。 

【主な改正点】 

・指導要綱の適用を受ける開発行為の範囲が変わります。 

   (1)市街化区域において行う開発区域の面積が 1,000 平方メートル以上の開発行為 

(2)市街化調整区域において行う開発行為 

(3)都市計画区域外において行う開発区域の面積が 10,000 平方メートル以上の開発行為 

(4)同一事業者が、開発行為の完了後２年以内に隣接する土地において開発行為を行う場合で、開

発区域の面積の合計が(1)又は(3)に該当するとき。 

・事前協議申出書、予備協議申出書、協定書の様式を定めました。 

・各公共施設の規定を追加、変更しました。主な点は次のとおりです。 

（道路） 

  開発区域の隣接地に将来開発可能な土地があるときは、道路の終点を区域界とするなど、将来道

路を延伸できるよう計画すること。（第 17 条第 1 号） 

（公園） 

  公園等の形状は、ベンチ等の施設を有効に配置できるように、概ね正方形、長方形のまとまりの

ある形とし、最短辺は６ｍ以上とすること。ただし、地形上やむを得ない場合等により、狭長、屈

曲又は複雑な形状となる場合は、公園等として有効利用できる区域で公園等の必要面積を確保す

ることとし、有効利用できる区域の面積はその区域の最短辺が６ｍ以上の矩(く)形、又はこれに近

い形状で算出すること。（第 18 条第 2 号） 

（排水施設） 

  事業者は、開発区域の面積が 1,000 平方メートル以上 10,000 平方メートル未満の開発行為又は

10,000 平方メートル以上で洪水調整容量が 500 立方メートル未満の開発行為の内、公共下水道全

体計画の雨水計画の排水区域内における開発行為については、松阪市雨水流出抑制技術指針によ

り、開発行為に伴い増加する雨水の流出量を調整するための雨水流出抑制施設を設置するものと

する。（第 19 条第 6 項） 

 

●「松阪市雨水流出抑制技術指針」を策定しました。 

同技術指針は、雨水流出抑制施設（浸透施設や貯留施設）について、計画、設計、維持管理に係る技術

的事項の基本的な考え方を示したものです。松阪市公共下水道計画(雨水)の排水区別に定める流出係

数を上回る分に対し、流出抑制対策を講じるものとしています。 

 

 

【詳しくは、次のホームページをご覧ください】 

 松阪市建築開発課 https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/47/ 

 お問い合わせ先  松阪市 建設部 建築開発課 開発係 （電話）０５９８－５３－４１９７  

https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/47/

